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〈研究 ノー ト〉

協同組合簿記の若干の問題点

古 賀 実

・一
,緒 言

お よそ協同組合がいわゆる共喰いに陥 ることを避け,共 同の福祉を計 るために組合員

となるものが,こ の 目的精神を もって結合 した る協同体 なることは各国の協同組合の発

達 の歴史が これを明示 している所であ る。農林漁工鉱業等の企業の協同組合 も勿論 この

例外をなす ものではない。 しか し協同組合の事業 の運営については,当 該組合の実情に

よって理念上の差異が生ぜ ざるを得ない。それは大別 して二派 にわかれ る。即ち一は組

合員の総意によって業務運営をすべきものとの立場であ り,他の一は,選 任 したる組合役

員の創意を生か して運営に当 らしむべきものとの考え方である。別の角度か らい うと,

前者は組合員が財務を初め組合の業務に常時統制を加えて行 くべきものとの考え方に立

ち,後 者は組合役員に能 う限 り自由に手腕を発揮せ しめ るべきものとの理念である。い

わば,前 者は組合運営について統制経済的立場に立ち,後 者は 自由経済的立場に立つ も

のであるといって も,さ ほ ど言い過ぎとはなるまい。 この二派の理念は,企 業協同組合

の簿記方法論上に基本的な相違をもた らす ことは自然の理であろ う。即ち,統 制理念に

立つ前者は予算の記帳を重視 し,予 算に基づ く事業の執行 の記帳をむ しろ本則 とし,予

算に基づ く業務執行にふ さわ しからざる面の取引はやむを得ず企業簿記の方法に従い,

自由経済的理念 に立つ後者は,全 面的に企業簿記の方法を採 るべ しとす るのである。

二,公 会 計 の適用 につ いて

協同組合は統制経理の理念によれば,組 合員の出資金を保護 し,組 合員の協同的意思

に基づいてその提供 した事業資金を使用す ることを厳格に守 らしめねばならない。もっ

ともこの事は自由経済理念に立っても当然守 らしめ られ るべきことであるが,統 制経理
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の場合は要求の度が遙かに強いことになる。そ して上記事業資金は一般の社会通念によ

って二つに分類できる。その一は,一 般の日常繰返され る書記的業務,固 定資産の管理

活動な どに 当て られ る 「経常資金」であ り,他 の一は,生 産(ま たは 加工,販 売,購

買,保 管,運 送,検 査)事 業,金 融事業,共 同施設事業,厚 生事業施設,研 究及び弘報

事業等に分割 され,施 設が彪大になる場合には,特 別資金 として,収 支計算及び財産計

算を区分 され るところの 「事業運用資金」 これであ る。そ してこれに対 し,組 合員の出

資金は これを 「基金」とし,特 別資金に属するものを除いて,固 定資産,投 資,並 に長

期負債,資 本である組合員の出資金,加 入金等を区分することになる。而 して非営利法

人 としての協同組合の勘定組織の三本の柱を成す上記の三分類項 目間の関係は,上 述の

組合の理想に基づいて 固定資本 とみなされ る 「基金」を根幹 とし,「 経常資金」 と 「事

業運用資金」とは 「基金」 より引出されたる資金 とみなされ,こ の費消は即ちそれだけ

基金の減少となる関係におかれ,従 って両者間に同一取 引の二重記入が行なわれ,イ ギ

リスで発展を見た 「複会計制」(double-accountsystem)の 適用を見得ることになる

のである。

この関係を仮設例によって次のよ うに示す ことができよう。

経 常 資 金

資 産1,000.OOO

/

1,000,000

負 債700,000

基 金 借300,000

1,000,000

基

事 業 運 用 資 金

資 産800.ooo

/

800,000

負 債400.OOO

基 金 借400,000

800,000

金

事 業 運 用 資 金 貸000,000資 本

経 常 資 金 貸300,0CK)出 資 金1,000,000

そ の他固定 資金貸300,000/

1,000,000 1,000,000

上記例によって基金が各資金へ貸付け られ,各 資金は基金か ら借 りた関係になることを

見 ることができる。

次にこの会計処理法上の一,二 の問題点に触れたい。その一は,上 記 の三勘定群 の各

勘定に入 る事項 につき記述 した所に より明 らかにされ るごとく,固 定資産 の減価償却の

計算は各勘定に関係する点である。 このことは協同組 合の経費は利用者(た いていは組



協同組合簿記の若干の問題点(古 賀) 一73一

合 員)の 利用度 に よってきめ る ことを原 則 とす る特殊 性 と関連 あ る所 であ り,協 同組合

の事業 活動 に利用 され る固定 資産 の減価 償却は,各 利用 者 の負担 計算を しなけれ ば な ら

ない背 景を有す るので あ る。 この場合 に事業運用資 金は減価償却 費を計上 す る ことにな

り,こ れを固定 資産が属 す る基 金 とどのよ うに結 び付け られ るかが問題点 となるが,次

の事例 に よって説 明す る ことに しよ う。即 ち,取 得価格1,000,000円,耐 用年数6年,

定 率法 に よる償 却率0.319の 車輔(乗 用車)に つい て期末 に減 価償却 を計算す る。 この

場 合は次 の よ うに仕訳 され る。即 ち

(基 金)

(借)事 業運用 資金貸319,000円(貸)車 輔減 価償却準備 金319,000円

(事業 運用資金)

(借)減 価 償 却 費319,000円(貸)基 金 借319,000円

減価償 却費 の負担 は各 事業別 に分 割 され るこ とにな るが,耐 用年数 が尽 き るまで,減

価償却 を して しま うと,残 存 価格を除 いた900,000円 は,双 方 の資 金 の貸借 とな り,相

殺勘定 と して残 る。いい換 え る と,事 業 資本であ る固定 資産 は,運 用 資金 の中に流動化

され て残 ってい るのであ るか ら,固 定 資産 が廃却 され て代替物 を買入れ るときは,事 業

運用資 金の現金 を基 金 に戻 して もら うのであ る。上記 の車輔耐用年 数経 過せ るにつ き廃

棄 処分 に付す るこ とに した。ただ し減 価償却累 計額900,000円 。 この場合 の売却 の仕訳

は次 の ごと くな る。

(基 金)

①(借)車 輌 減価償却 準備金900,000(貸)車 輌1.OdO,000

経 常 資 金 貸50,000(註)

基 金 残 高50,000

(註)現 金 の収 入は基金 の収 入 としてでは な く,経 常 収支計算 で取 扱 う。

(経 常 資 金)

②(借)現 金50,000(貸)基 金 借50,000

そ して車輔 の新規 買入は次 の よ うに仕訳 され る。

(事業 運用資金)

③(借)基 金 借900,000(貸)現 金900,000

尚 この場 合,予 算 に基づ いて新 規 買入 の支出が行 なわれ るのであ るか ら,予 算 の記帳

が な され ねば な らない。再 び仮設例 と して,予 算 に代替買入車輔 が決定 され た。 ただ し
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車輔 価格1,1∞,∞0円,減 価償却準 備金900,㎜ 円。差 引 き2∞,000円 は支 出予 算決定

済 となった。 この場合,つ ぎの仕訳 が得 られ る。

(経 常 資 金)

④(借)支 出 予 算200,000(貸)現 金200、000

(資 本的支 出)
または車輌 買入支 出

(基 金)

⑤(借)車 輔1,100,000(貸)事 業運用 資金 貸900,000

基 金 残 高200,000

上 記仮設例 の取 引 のすべ てを図示 す るとつ ぎの よ うにな る。

経 常 資 金 事 業 運 用 資 金 基 金

現 金

②5・ ・…1④ ・・・・…

基 金 借

i②5・,…

車輔 買入 支 出

④2・ ・,・oo1

減 価 償 却 費

oo

×

×

x

×

0

×

×

X

×

19

x

×

x

×

3

基 金 借

③900.000 伽
叢

駁

19

x

×

×

×

3

現

計900.OOO

金

③500,000

車 輔

1,000,000①1,CDO,OOO

⑤1,100,000

事 業 運 用 資 金 貸

319,000

× ×X

× × ×

X×X

× × ×

⑤900、000

計900,000

経 常 資 金 貸

①50,000

基 金 残 高

①900,000⑤200.000

車輔減 価償却 準備金

①900.000 319,∞0

× × ×

× × ×

XXX

×X×

か くて,組 合の基金の 保護並にやむを得ざる 変動の状況 と,

び,そ の発展的諸事業の資金一 これは協同組合の経理上設定 し得 る大枠 としては極め

計900,000

日常 の一 般活 動資金 及



協同組合簿記の若干の問題点(古 賀) 一75一

て妥当適正 と考え られ る一 との組織的な記帳体系を把握す ることができよう。固定資

産 の減価償却 もその流動化の理論によって資金会計論的に理解され得 る所である。 もっ

とも,こ の点は議論の存する所であるが,こ れについては 本誌第19巻 第2号 の拙稿に

おいて述べたる所でもあるので,本 稿では立ち入って論ず るのを割愛す る。ただ複雑な

複会計制による経理をすべきか否か,そ の妥当性の有無については将来の研究の対象と

したい。

非営利法人としての協同組合の経理上の問題点の他の一 として予算執行の経理を挙げ

るべきであろ う。協同組合の非営利法人 としての面一 勿論営利事業の面は全般的 に言

って一部に過ぎない一 の会計は組合員えの奉仕を旨とす る(農 業協同組合法第8条)

ものであ り,こ の点公会計に準ずべ き面を有することにな り,予 算執行の会計の性格を

否認す ることはで きないであろ う。記帳技術上の中核 ともなる問題点は貸借対照表上の

経常資金の部の 資産の部に 掲記 され る 「支出負担」勘定 と負債資本の部に 掲記 され る

「支出担負準備金」勘定 の扱い方であろ う。 即ち予算執行 の会計の 中核 となる所の予算

が使用せ られたときの現象を表現するこの両勘定 は一種の対照勘定 と考えて差支えない

ものである。そ もそ も企業会計では支出のための予備行為は通常企業の財産に増減変化

を現実にはきた さないので仕訳の対象にならないのが普通である。 しか し,非 営利法人

は予算が成立 したときに支出され る義務 と収入を行な う権利が定め られているので,こ

の支出予算を行な うべ く,契 約を し,あ るいは注文を した場合には,実 質的にその行為

に基づいて将来に支払をなす義務を負担 し,ま たはある種の財産についてその支払のた

めの引当を しなければならぬ義務を生ず るので,発 生主義の観念に基づき,現 金の支出

義務が起 きる以前,予 算による執行権 の行使があ ったとい う考え方か ら仕訳の対象とな

る。即ち,注 交書発行あるいは契約成立の場合に

(借)支 出 負 担 ××(貸)支 出負担準備金 ×x

の仕訳が行なわれ,注 文 または契約が履行せ られたときには

(惜)支 出負担準備金 ××(貸)支 出 負 担 ××

の仕訳が行われ る。決算期末に至って,契 約が未履行のまま翌期に引続 くものについて

は,対 照勘定の内,支 出負担勘定 はこれを支出予算勘定借方に振替え られ る。支出負担

準備金は貸方残高をそのまま次期に繰返 して,次 期で前期の予算未支出分 として決済 さ

れ る。支出予算勘定 では,借 方の支出合計 と,期 未の支出負担残高合計が当期の決算実

績を示 し,貸 方の金額が支出予算を表わすか ら,そ の差額,す なわち剰余,あ るいは不
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足分は未処分剰余金に振替え られることになる。 この関係を勘定表で示せば次のように

なる。

対 照 勘 定

支 出 負 担 支 出 負 担 準 備 金

→(1)支 出契約成 立 期中に実現 したも←→期中に実現 したも
の の

(2)期 末整理支出←
予算に振替

(1)支 出契約成立←

このまま次期へ

繰越 され る

支 出 予 算

支 出

→(2)支 出 負 担

1未処分剰 余 金1

支 出 予 算 高

上記の予算執行 の経理は,し か しなが ら,多 くの資本主義国家の協同組合の実状に照

し,実 施上大 きな制拒なしとしない。第一 に明瞭なことは,前 に一・言触れたように,発

生主義会計方法を採用 していない組合には妥当しないことである。協同組合 も全般的に

は発生主義会計を採用す るものが顕著に増加 してはいるが,現 金主義会計を固守す る組

合の数 も未だ決 して無視できない ようである。第二に,発 生主義会計方法を採用 してい

ても,ま た予算が成立 していても,こ れに基づいて支出す る義務を履行 し,ま た収入す

る権利を行使す るに当っても,こ の ような厳格 な経理をする必要のある組合が決 してす

べてではない ことで,「 鶏をさくに牛刀を以てす」 るきらいが 生 じ得 ることである。少

な くもわが国の協同組合の実状はこのことを証明しているとい ってよい ようである。概

して,比 較的大規模の組合には確かに望 ましい経理方法であるが,中 小規模一 これが

圧倒的に多い一 の組合に対 しては問題が存す る。

三,、利用高主義 と資 本維持 の簿記

協同組合に企業的活動 と能率 とを発揮せ しめ る意図か ら,ま たは簿記の原理の適用性

の立場か ら完全に企業簿記を採用 して不可なき場合がある。農業者は農産物の生産には

熟練 していても生産に必要な諸材料用具等の購入 ・生産物の販売,金 融保険 ・倉庫等の

取扱い利用 については不慣れで,こ の種の事柄を農業協同組合の結成 によって隆路を打

開すべ き場合には組合に企業的活動をなさしめ,適 任者を役員 とし,そ の手腕を十分に
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発揮せ しめる方が経営成績向上に役立つ ことは協同組合主義の先進国デ ンマーク等にお

いて実証せ られてお る所で,か か る場合,企 業簿記を採用す るのが 自然であ り妥当であ

る。従 って一般には,協 同組合の簿記は企業簿記を原則 としている。今 ここに農業に例

を とり,協 同組合の記帳の特徴を浮き彫 りにしなが ら若干の問題点を挙げて論述す るこ

とにす る。

←う 賦課金の取扱い

農業協同組合は組合員に対す る農業技術並びに農業経営に関す る指導,教 育 と情報活

動,生 活改善の指導等の業務を遂行す るに必要なる資金は本則として組合員か らの徴収

にまつ。 この場合問題 となるのは,ま ず割当額の算出方法であるが,組 合員の利用高に

よるのが原則である。従 って農協が組合員の乳牛か ら搾取 したる牛乳の集荷販売の業務

を営んでい る場合には この集荷額によらねばならぬ ことになる。そ こでこれを正 しく整

理 してお くためには各組合員別の集荷量,金 額を日付 と共に記入する補助簿を具えお く

べ きである。か くす ることによって各組合員の組合利用高を金額的に掌握できることに

なる。又それには組合員の乳牛の格差により生ず る牛乳の質の差に基づ く単価 の差を明

瞭 にしお くための摘要欄を設定すべきである。か くて各組合員の供出額 の集荷総額 中に

占め る割合によって賦課金額を算定 し得 る。

賦課金についてはまた別に補助簿として賦課金記入帳を具え,こ れに組合員別に賦課

額収納額などを記入整理すべ きであるが,略 式に示せぽ次の要領である。

甲 組 合 員

賦 課 額 収 納 額

得意先 元帳 の人 名勘定 と同 じ記入要 領で ある。

各組 合員 の一期分 賦課 金,収 納貯金振 替分 穿250,000,現 金分Y200,000受 け入れ た

とした ときは

(借)現 金200,000(貸)指 導 収 入450,000

(賦 課 金)
普 通 貯 金250,000

の仕訳が で き、年度末 に賦課金未使用 残金が あ る場合 は,賦 課 金仮受金 と して翌年度 に

繰越 し,翌 期 に戻 し処理す るこ とにな る。 上記例 に従 い,賦 課 金未使用残 金Y50,000

を仮受処理す るこ とに した場合 は

(借)指 導 収 入50,000(貸)経 済貸方経 過勘定50,000

(賦 課 金)(賦 課金仮受)
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の仕訳が得 られ る。

この場合,経 済貸方経過勘定は 負債勘定に入 ることは 勿論である。 指導収入勘定に

は,賦 課金の外 に 指導補助金(営 農指導員設置補助 とか採種補助 など),実 費収入(指

導事業実費を受益者か ら徴収する場合)が 所属す る。未使用残の賦課金,即 ち翌期に通

常戻 し処理 され る賦課金仮受金は,も し賦課 の目的が当期に限定 され る性質のものであ

る場合は,各 組合員の利用高に応 じて,場 合によっては,返 還の処理をす ることも勿論

可能である。

口 利用分量主義についての考察

協同組合の非経済的事業についての費用は,前 述のごとき賦課金によることもやむを

得ぬ ことであるが,協 同組合は本来の性格 としては組合員の出資によってその事業を営

むべきものであ るか ら,そ の費用は出資によることを本則 とすべ きである。従って,生

産,加 工,販 売,購 買,保 管,運 送,検 査,商 品券の発行,貸 付等のいわゆる経済事業

に要す る費用は,使 用料 または手数料によってまかなわれ る。使用料及び手数料は,組

合員が使用 した程度すなわち受益者の受益割合に応 じて負担する所に,前 述の賦課金 と

相違す るところがある。使用料 とは,例 えば,倉 庫,運 搬用具等の賃貸料のごとく,組

合の物的施設の使用に対す る対価 として,使 用者か ら徴収す る料金である。 手数料 と

は,委 託販売,委 託仕入の手数料,検 査料,保 管料,運 賃のごとき,組 合の役務に対 し

て徴収す る 料金である。 受益者負担 の理念に 基づ く協同組合の経済事業に対する使用

料,手 数料主義は合理主義にかなっていることは疑念の余地がないが,た だ料金額が当

該各事業 に対す る適当なるものであるか ど うかの問題が存す ることを指摘するに止めた

い 。

利用分量主義について討議の姐上にのぼすべ きものは,何 といっても組合の剰余金の

配当に関 してである。協同組合の剰余金の配当原理 としては,会 社企業 のように出資額

に応 じてきめる出資額主義と,組 合の利用度 ・使用度に応 じてきめ る利用分量主義との

二つが挙げ られ るが,こ の両者の優先順位,比 較対照が問題の中心 となる。利用分量主

義優先論者の見解によれば,協 同組合は人的結合に基礎を持つ ものであるか ら,利 用分

量を優先 し,出 資額による分については限度を設定す るのが協同組合の理念に合致す る

ものであるとし,か つ利用分量配当は法規上組合の損金算入を認め られ免税 となってお

る(中 小企業等協同組合法第9条,商 店街振興組合法第12条.法 人税法第61条)こ と

の趣 旨か ら考えてもそ うであるとす る。 これに対 し出資額主義優先論者は,協 同組 合は
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出資者の出資額を固 く擁護す る建前 となってお る点か ら,ま ず適正金利の支払をなすべ

きであ り,ま た利用分量主義に よる配当は組合を免税にするが,受 け る組合員が課税 さ

れ るのに反 し,出 資額主義では組合は免税 され ない代 りに,こ れを受け取 る組合員は免

税 され る仕組になってお り,こ の方が組合員の利益になることを指摘 し,か つ他方にお

いて,多 額の出資者が,必 ず しも組合をより多 く利用す るとは限 らない ことも考慮すべ

きであるとする。

わが国の法規は(事 業協同組合定款例第55条,商 店街定款例第51条,商 工組合定款

例第62条J環 境衛生定款例第59条)概 ね出資額主義 に左祖 し,「 剰余金の配当は,総

会 の議決を経て,年1割 の範囲内において,事 業年度末毎における組合員の出資額に応

じて し,な お剰余があるときは,組 合員が,そ の事業年度において,組 合の事業を利用

した分量に応 じてす る」 ことに している。

惟 うに,わ が国の現状においては出資額主義をとる規定の論拠に若干傾かざるを得な

いよ うに思 うが,協 同組合の本来のあるべき所にこれが合致 しているもの とは思われ な

い。協同組合の本来のあるべ き所は利用分量主義の方が妥当と思われ,こ とに協同組合

を成長 させ 発展 させ ることによって 構成組合員の 利益を計ってゆ くとい う立場に立て

ば,利 用分量主義 の理論の方がまさっているように考え られ る。'この点に関連 し,決 算

前に組合員の利用量に応 じた 「割戻」を行 なって組合員の課税を減免せ しむべ きだ とす

る考え方があるが税務上の問題点 となる。尚,わ が国の現状では利用分量主義に しても

出資額主義に しても,い ずれか一方 のみで配当額を きあることは無理で,当 分は両建で

行 くべ きであろ うが,優 先順位の問題は常に存 している訳である。

⇔ 回転出資金について

協同組合の簿記は資本維持 の簿記 といわれ るほ どに組合員の持分の経理を中心 とする

特殊 なものがあるが,そ の著 しい 例 として 「回転出資金」勘定 が 挙げ られる。 本来組

合員えの配当に向け られ るべき 当期利益金の一部 または 全部を出資金に 振 り向け るこ

とが認め られている(農 業協同組合法第52条 の2)。 事例 として,当 期利用分量配当金

Y500,000の うち,影300,000を 回転資金 とす る処分案が承認 されたので,そ の残額は

各人 の普通貯金に振 り込んだ場合次の仕訳を得 る。

(借)当 期 利 益 金500,000(貸)回 転 出 資 金300、OOO

普 通 貯 金200,000

か くのごとくして組合は資本力を増加す ることができるが,回 転出資金の会計上 の本
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質は預 り金的性格を持 ってい る。 しか し形式上は 資本勘定 に 入るものであ る。 協同組

合運動の先進国 デンマークにもこれ と酷似 した制度がある。 もっとも同国では 我国の

ように法規によるものではな く,個 々の組合の 定款によっている。 同国の 北ユーラン

のMors島 のSobjirgに ある1913年 設立 の ソルビヤ製酪協同組合(SolbiergAndels

Meijorl)の 定款第8条 第2項 か ら第5項 にかけて次の規定がある。

「毎年 の会計年度の終 りに際 し,理 事会の決定 により組合の売上げ高の1%の 金額を

新規購入用,あ るいは経営資本金 として特別会計に繰入れ られ る。その 口座に繰込 まれ

た金額は,協 同資本金取扱いの下に置かれ る。

組合の貸借対照表を作る基礎 として,組 合の所有財産を含めた協同資本金[座 を設け

る。

各組合員は協同資本金 口座に 各々の特別 口座を持ち,過 去10年 間の 牛乳出荷量に基

づ く組合資産の分担額が記 される。

各組合員の口座に 記 された金額は,10年 以上にわたって 毎年同額の 支払い額をもっ

て償還 され る。

協同資本金 口座は、毎年、同 口座の支払い後の額 と組合所有資金の差額に相当す る金

額を記入す る。その金額は前年度 の出荷牛乳量に比例 して各組合員の特別 口座 の中に記

入 される。

各組合員の特別 口座に初めか らある金額が償還 され たとき,次 期会計年度か らは,こ

の 口座設立第1年 目に支払われた金額が支払われ,次 年度には 口座設立2年 目に記入さ

れ た金額が支払われ,か く継続 され る。」

この規定は継続性をもつ もので,資 本維持の会計が如実にあ らわれている。

さらにまた,同 国の屠殺協同組合定款第2条 第4項 は同趣旨の規定を有する。即ち

「適当な経営資本金を集め,か つ,維 持するために,理 事会は1951年1月1日 以降J

出荷 された豚1頭 につ き1ク ローネを天引する権利を持つ。天引された金額は5年 間屠

場経営に使 う特別 口座に繰入れ る。 第6年 目 の 満期に至 り,5年 間天引され た 金額の

中,1年 目の金額を,第6会 計年度 の後払い金 と共に 支払いかえ,毎 年継続 され る結

果,こ の口座 に常に5年 間に出荷 された豚1頭 につ き1ク ローネの金が年度変更に関わ

りな く,存 在す ることとなる。」

ちなみに わが国の農協法の規定(第52条 の2の 第2項)が 利用分量配当金の充当期

限を,上 記規定の天引期間 と同 じく5年 としているのも興味がある。尚利用分量配当金
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は.預 り金的性格を持 った資本勘定 と述べたが,上 記屠殺協同組合定款規定の同条第5

項に次の規定があって,経 営資本金口座 の組合員の金につ き負債的性格を帯びているこ

とが認め られ る。即ち,

「組合の閉鎖,破 算精算に際 しては,経 営資本金 口座 にある組合員の金は他の債権者

に対す る負債 と同 じく,組 合の債務 となる。」

㊨ 持分の計算について

協同組合の会計は,組 合員の醸出す る出資金を基本 として運営 され,組 合員の利福を

計ることを主眼 として運営 され る限 り,組 合自体の利潤の追求蓄積は当然に副次的に し

か計 られ るべ きはずはな く,こ の意味で会社等の営利企業体 と異な り.組 合員の出資金

及びその運用によって得 られ る利益金の処分に伴な う組合員えの配当,ま た組合員の加

入,脱 退 の場合の賦課及び払戻 しなどの問題が独 自の重要性を持つことにな り,組 合員

の持分 の計算は協同組合会計の中心課題 となって,資 本維持 の簿記といわれ る協同組合

簿記にあらわれ きたるのである。

持分計算において対象 となるのは,払 込済出資金,法 定準備金,特 別積立金及び繰越

利益剰余金であって,納 税引当金,退 職給与引当金のごときは除かれ る。けだ しこれ ら

は負債性 の引当金として,組 合員個 々の持分 と関係せ しむべきでない との趣旨に出つ る

ものであろ う。教育情報費用繰越金については肯定説 と否定説 とがあるが,翌 事業年度

に支出され るものである限 りは,計 算の対象としないとの否定説に賛成 したい。資産再

評価法に よる再評価積立金は,資 産再評価法第102条,第107条,第109条 の諸規定に

より,組 合員の脱退により出資の持分 の払戻をする場合には再評価積立金を取崩すこと

ができることとなっているので,持 分計算の対象 となるべ きものである。 しか しここに

生起す る陰路として,脱 退する組合員え払戻 しすべき資金が欠如 している場合に抽象的

な金額である再評価積立金を取消 した ら組合の存立を危 くする虞れがあることである。

この場合に限 り,持 分計算の対象としない便法を採 るべ きだとの説がある。卑見によれ

ば,組 合の資本維持の原則か らも,十 分意義ある便法であることは 認めるが,純 理の

上か らは,必 ず しも納得でき兼ねる。 この問題は結論的には,組 合の実態実清に応 じて

定款にて規定するのが適当であろ う。

次に持分の計算方法に移 るが,こ れには改算式持分計算法 と加算式持分計算法 とがあ

る。 この二つの方法を要述すると下の通 りである。

切 改算式持分計算法。 毎事業年度末に正味財産を出資 口数のみを基準 として更改
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算定す る。すなわち正味財産を出資総 口数にて除 し,出 資一 口当 りの持分 を計算す る。

組合の利用量に無関係であ り,一 口当 りの持分は均等であるか ら,こ の計算方法を均等

式持分計算法 ともい う。

藷翻 騒 一拠 済出資金+響 響 繋 響 讐 金+灘 乗搬 一一・当り持頒
一 口当 り持分額 ×甲某の出資口数=甲 某の持分額

尚損失の場合は

墨 騨 雛 轡 鐙 一一[当り持纐

の式 とな る。

この計算方法は,持 分台帳を必要 とせず,か つ計算が簡単であるので,こ の計算方法

を とる組合が多いようである。次に持分計算表を示 し,そ の記入要領を記す ることにす

る 。

持 分 計 算 表

昭 和 年 度

財産科 目
按 分 率(

円二付)

番

号
氏名

出 資 金

標準額 按分額
照
A
旦

法 定 準 備 金

標準額 按分額
照
A
旦

諸 積 立 金

標準額 按分額
照
A
旦

そ の 他

標準額 按分額
照
盒

按分額

合計

(注)(1)出 資金の標準額は,組 合員名簿記載 の前年度末現在払込済出資額を記入

す る。

(2)出 資金按分額は,そ の年度中に払込 まれ る額を記入す る。

(3)法 定準備金の標準額はその年度末現在 の払込済出資額を記入す る。

(4)諸 積立金の標準額は,そ の年度中に組合員が払込んだ手数料,利 用料及

び取扱高を一定基準に換算 したものの合計額を記入す る。

(5)そ の他は繰越損失金ある場合に記入され るに付き,そ の年度末現在 の払

込出資金額 を記入す る。

(6)按 分額は剰余金処分に より積立て られた法定準備金,特 別積立金等に対

す る標準額 との割合で,そ の計算の便 のためには按分率を予め按分計算に

都合よき方法を もって計算す る。欄外 に持分 の対象となる科 目及び按分率

を出す。

(7)按 分率は標準額1円 に対す る比率を出す こと。

(算例一 法定準備金)払 込済出資金額100,000円,甲 組合員の払込出資
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金1.OOO円,本 年 度決算 に よ る法定 準備 金2,000円 とす ると,

(法嚇 鱗 器1男 欝 崖纂繋 一・・円(按分額)

2,000(法 定 準備金)=0
.021円 につ き2銭(按 分率)100

,000(払 込済 出資金額)

α)加 算式持分計算法。 これは正味財産を構成す る科 目別に算定基礎を異にす る。

すなわち,(1)払 込済出資金にっいては,各 組合員の払込済出資金額に より算定す る。

(2)法 定準備金については 各組合員の払込済金額により事業年度末毎に算定加算する。

(3)特 別積立金については,組 合員の組合事業 の利用分量に応 じて,事 業年度末毎に算

定加算す る。

なお,法 定準備金 または特別積立金を取崩 したときは,そ の取崩 した科 目の金額につ

いて有す る持分 に按分 して,そ の持分中か ら控除する。 この加算式持分計算法は,組 合

を利用す る者は出資額にかかわ らず持分は増加 し,利 用量に よって持分に差等を生ずる

ので,こ れを差等式持分計算法 ともい う。 しか しこの持分計算法は前記改算式持分計算

法に比 し計算が複雑であるので一般に利用 され ることが少ない。なお,こ の計算の方法

を とる場合には,持 分計算を明 らかにす るための持分計算表(前 掲)の 外 に各組合員別

の持分額を示す持分台帳が必要であるが,そ の様式は下記のごとくである。

持 分 台 帳

第 号

氏 名 営業種類

住 所 (電話 号) 加 入 昭和 年 月 日

営業所 (電話 号) 脱 退 昭和 年 月 日

年度
出 資

按分額 讐 現在
額

法 定 準 備 金

按分
額

○ ○ 積 立 金

暫暫讐 増減
額

現在
額

○ ○ ○ ○

按分
額 蟹 現在

額

合計
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以上二つの持分計算法について考えてみ るに,改 算式は計算が単純で,上 記の持分台

帳 も要せず帳簿が少な くて済むので複雑をきらう一般人受け のす る長所があ り,こ のた

めに普及性があるわけであ り,こ の点十分根拠あるものと認むべ きである。 しか し,協

同組合は本来組合員の自発的意思に よって組合員の福利増進を計るとい う積極的使命と

理想 とがあることを考え ると,単 なる出資額に基づ く計算法は,上 記理想 と使命に十分

合致す るものと認め ることはできない。組合員が如何ほ ど組合を利用 したかを計算に入

れ ることを適当と考え る。この点を考慮 した加算式計算法は協同組合の理論に合致す る

もの といえ るであろ う。 ただ加算式において法定準備金について改算式のように出資額

主義に よっているのは問題である。本来協同組合の法定準備金 と特別積立金は,そ れぞ

れ株式会社の法定準備金 と任意積立金 とその成立存立 の理念は異なることな く,い ずれ

もそれぞれ利益金乃至剰余金によって財政基盤を盤固にするために設定せ られ るもので

あ ることを考えるとき,加 算式において,法 定準備金 も,特 別積立金同様に利用分量に

よる計算方法を取 って も格別の不都合あるものとは考え られない。少な くともそ うす る

方が上述のごとき組合の理想 と使命 とにより一層合致するように思われ る。加算式の利

用分量に よる計算法についての問題は,手 数料,組 合の施設 ・設備の利用料,取 扱高に

ついての単純 合計額によるのか,あ るいはこれ らにそれぞれの比率を規定 しおいてその

比率計算に基づ く合計額によるかの問題である。勿論,定 款の規定にまつべき事柄であ

るが,計 算の複雑化を避け る上か らは前者の方が望 ましいといえよう。

四,売 買事業 におけ る共 同計算方式 につ いて

協 同組合事業 にお いては,志 を同 じうす る組合 員は,そ の購 買や販売 の面で共通要 素

を もつがゆえ に,組 合 と して,こ れ らの購 買 ・販売 にお いて,ま た,ひ いてそは の精算

におい て共通 の勘定 に よって処理 され 得 る ことは 自然 の理 とい うべ きであ ろ う。次 に問

題 点 とな る これ らの主 な る場 合 の概要 とそ の簿記 上 の処理 とを示 し論 ず る ことにす る。

(1)予 約 申込み と概算金 の受入れ

① 〔予約 申込 み〕委託 者か ら 「肥料 共同計算予約 申込 書」 を提 出 させ,同 時 に概算 金

を受け 入れ,普 通貯 金 で処理 す る。

〔例〕概算金 寮3.500.OOOを 受け入れ る。

現 金
(借)ま たは3,500,000(貸)普 通貯 金(肥 料 口)3,500,000

普 通 貯 金
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② 〔予約注文〕予約申込書か ら 「共同計算購買集計表」を作成 して,品 目数量を算出

して経済連に予約申込みをする。

③ 〔委託者別共同計算購買精算帳の整理〕予約申込書に よって,こ の帳簿に委託老別

に予約数量,受 入概算金などを記入整理す る。

(2)現 品の受入れ と引渡 し

① 〔荷受け〕経済連か ら現品が到着 したら,出 荷案内書 と照合 し,そ の着荷を確認す

る。

② 〔受入起票〕経済連か ら計算書(信 連預金引落通知書)を 受領 した ら.こ れにもと

ついて,共 同計算購買品元帳 の受入数量,概 算単価,概 算金額 などを記入 し,次 の仕訳

を行な う。

〔例〕購入価額i郷.200,∞0の 預金引落通知書を受け取 る。

(借)共 同 計 算 購 買3,200,000(貸)預 金(普 通預金)3,200,000

⑧ 〔引取運賃 ・諸掛〕引取運賃諸掛などを支払 った場合は,共 計勘定で処理 し,共 計

購買品元帳の各品 目に按分 して記入する。

〔例〕引取運賃諸掛Y3,700を 現金で支払 う。

(借)共 同 計 算 購 買3,700(貸)現 金3,700

④ 〔現品引渡〕現品を委託者に引き渡す ときは,送 り状(2枚 複写)の1枚 を同時に

渡 し,1枚 に受領印をもらう。送 り状に よって,共 計購買品元帳の払出欄 と委託者別共

計精算帳の引渡数量欄に記入するのみで,仕 訳は必要 としない。

⑤ 〔配達運賃諸掛〕配達運賃などの供給に要す る諸掛は,ア 原則 として手数料に含

めて徴収 して,共 同計算購買勘定にプールせず供給費で処理す るが,イ 手数料に含め

ず,共 同計算にプールす る処理法 もある。

〔例〕配達運賃Y5,000を 現金で支払 う。

ア(借)購 買費用(供 給費)5,000(貸)現 金5,000

イ(借)共 同 計 算 購 買5,000(貸)現 金5,000

惟 うに,会 計学上,簿 記学上の通念に照 らし,配 達運賃諸掛を手数料に含める処理は

避 くべ きで,こ とにこのために記帳手続を繁雑にすることはな く,む しろ経理内容を一

層明晰な らしめ るものであ り,か つ また,共 同計算購買勘定は,本 質上共計購買の委託

者に対す る債権を内包するものである以上,配 達運賃 も手数料 も委託者に対する組合の

債権をあらわす ものであるか ら,こ れ らの勘定 を共同計算購買勘定に所属 させ るイの処
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理法を採 るを可 と考える。 アの処理法に従 い,配 達運賃諸掛を手数料に含めた り,供 給

費 とい う幅広い勘定に よる処理法は,一 般受け し易いであろ うが,簿 記会計は何 よりも

真実を最 も克明丹念に表示す ることが第一であ り,こ とに このために手続 きに繁雑を来

すほどのことがないか ら,ア 法を採 るには賛成 し兼ねる。実務を考慮 し,農 協簿記の普

及伸展の観点に立 っても,こ の段階まで入 り込んで来 た記帳者に取 って両者の難易の差

は まったく言 うに足 りないもの と思われ るゆえ,む しろこの段階 まで進み来 りたる記帳

者に取 っては簿記会計の科学的理解 と把握に馴致せ しめ ることが肝要 と信ずる。

手数料 と共同計算購買に 関す るこの 問題は組合が 精算す るときに も 当然に適用 され

る。即ち,共 同計算精算書を集計 し,共 計購二買品元帳を締め切 り,合 計を算出 して両者

を照合 し,共 計勘定を普通貯金 と振替決済すると同時に,購 買手数料を除 いた金額で取

扱高を表示 され ることにな り, .下の仕訳例を示す ことを得 る。

〔例〕普通貯金Y3,500,0∞,共 同計算購買勘定Y3,650,000,う ち購買手数料 寮150,000

の内容で精算す る。

(借)普 通貯金(肥 料 口)3,500,000(貸)共 同 計 算 購 買3,650,000

購 買 未 収 金150,000

諸掛,手 数料,共 同計算に関す るこの 問題はまた,販 売の場合に も当てはまる。 い

ま,共 同計算販売勘定の精算についてい うと,精 算単価を受託販売元帳を締め切って,

委託者別販売数量に乗 じて精算額を算出 し,次 の仕訳をして精算金を貯金に振 り込む。

同時に共同計算販売元帳の販売額合計で取扱高の起票をす る。

〔例〕共同計算販売勘定残高i麹,500,000,仮 渡金Y1,000,000,立 替金 多50,000,仮 渡

金利息Y20,000,手 数料i麹5,000,共 同計算販売元帳の販売額合計Y1,550,000

(借)共 同 計 算 販 売1,500,000 金

金

金

益
糊
益
創

輪

繍

普

販

販

販
倣
事
催

㈹ 385,000

1,000.OOO

sO,CK)0

45,000

20,000

ここで,共 同計算販売勘定は,前 記の共同計算購買勘定が,委 託者に対す る債権勘定

であるのに対 し,委 託者に対す る債務勘定であることはい うまでもない。即ち,あ る一

定期間に取 り扱 う販売品の代金をプール して,貸 方に販売代金,経 済連か らの仮配分金

などを記入 し,借 方に委託者の出荷数量に平等に負担 させ られ る運賃諸掛の立替金を処
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理 し,精 算完了に よって消滅す る勘定なのである。

五,評 価 と原価算定上の阻路

(1)精 算単価算定法 と評価について

次に共同計算販売に関連 し,精 算単価算出法の問題をあげたい。即ち,共 同計算期間

が終了 した ら,共 同計算販売元帳を締め切 り,品 目別 ・銘柄別 ・等級別などの精算単価

を算出す るが,こ れには次の方法があげ られている。

ア 標準格付評価一 各等級銘柄にあらか じめ格差をつけておき,一 つを標準格付 し

て逐次他の単価を算出す る。(A品 を標準格付)

A品精騨 価遁 墾 鍾 繋 品繕 櫃1×B品数量)

B品 精算単価=A品 精算単価一A品B品 格差

イ 点数評価一 各等級銘柄に予め点数をつけておき,そ の一点あた りの精算単価を

出す方法。

精算単価一繍 講 羅 鐙 の合計)一ω

A品 精算単価=(x)×10(注)A品 を10点 とした場合

ウ 等 級別点数評価

精算単価一等級別緻讃 騰 灘i旛 の翻

工 等級別または銘柄別評価

精騨価一讐 羅 購 雛讐

次に上記算出諸方法につ き卑見を述べたい。当てはめ る適例 として北海道の著名なる

農産物たる小豆 を引用す る。北海道の小豆は地域 ・成育時期等の諸条件か ら冷霜害を受

け易 く,ま た温度の差少なか らざる北海道内の各成育地,ま た山岳地物 と平野成育物な

どの差があって,霜 害 といっても,受 けずに済む物 と比較的軽度のもの と重症物 との差

が生 じ,こ こに一等品,二 等品の平年,豊 年時の外に,三 等,四 等,五 等品 と生 じ来 る

のである。これ ら各等品の価格,単 価決定が問題 とな らない年はほとんどないが,今 こ

の事実を資料 として上記算出方法に当てはめて考えるのは決 して妥当性を欠 くものでは

ない。上記諸方法中のA品 ・B品 を ここで二等品 と三等品 とにおきかえて考え.論 ず る
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のが実感 を呼び起す ことになると思 うのでか くす ることにす る。まず,格 差 の決定は,

不作,凶 作の場合,商 品自体の格差 よりもむ しろ商品市況に著大に影響され,凶 作時に

は特に商品市況は不安定 となる傾向を持つものであるか ら,か か る場合にはアの単価の

出し方は公正 さを欠 くものにな り易いことを指摘せ ざるを得ない。豊作の場合には余 り

問題は生 じない。イの方法について も概 して同 じことがいえるが,欠 陥のあ らわれ るの

がやや少ないように思 う。 ウの方法はやは り各等級の点数のつけ方に問題があるが,こ

れが科学的に行なわれ るようになれば一応無難な方法 といえよう。エの方法は最 も無難
ま

な方法であると思 うが,反 面市況に反応できない欠点を持つ。逆にいえば余 り相場 の変

動なき農産物については最 も公正を期 し得 られ る単価算出ができるように思 う。アイ ウ

エの四方法は 一応順に 市場性強 きものか ら弱いものえの適応 した 算出方法,別 言すれ

ば,ア イウエの順に 市場相場の 影響強 きものに 適 した ものの 順になっているといえ よ

う。北海道をは じめとする我国の小豆は価格決定に市況の影響 きわめて強いものである

か ら,上 か ら順に適 しているとい うことがいえる。 しか し,農 産物 の中には米の ように

市況の影響がまった くといってよいほ どない重要産物 もあ り,市 況の影響を受 くる度合

はさまざまであ り,従 って結局は,商 品によって方法を選択すべ き問題 とい うことにな

る。 この問題は農業協同組合組織の充実発展に よる農業の振興を計る見地に立てぽ最 も

重要 な研究課題 の一つである。

(2)加 工事業におけ る原価算定の問題点

組合員か ら農産物原料を受け入れ て製造 し.製 品を販売 した代金か ら,組 合の手数料

と加工に要 した費用を控除 して,原 料 の精算額を決定 して支払 う販売向受託加工の事業

を農業協同組合で営む ものが少な くないが,こ の加工方式に よると,製 造原価のなかで

もっとも重要な原料費が,受 託品のため,製 品を販売 して諸経費を控除 した結果組合員

えの精算金 としては じめて確定す るため,長 期間にわたって製造原価管理ができない欠

点があ るため,こ の欠点を除去するため,「 受託原材料費勘定」を設け,原 料の受け入

れ と同時にあ らか じめ決定 しておいた概算単価(こ れを仕訳基準価格 と称す る)で,こ

の勘定 と 「受託原材料未払金勘定」で振替仕訳をすることによって,精 算 までの原価管

理を行なお うとする考え方があ る。 この考え方による処理方式に問題があるが,そ れを

論ずるための段階 としてこの考え方による加工の精算 までの,各 勘定 の関連を示せば次

のとお りである。
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受託原材 料 費

①250,000250,000一

加 工 労 務 費

①20,00020,000r

加 工 経 費

①2,0002,000-一 一一

加 工 原 材 料 費

①10,00010,000r

製 造 勘 定 製品販売原価

→受託原材料費
250,000

→加工原材料費

②⊥ 加工労讃 …
20.000

→加 工 経 費
2,000

-(受 託原材料費)

118,000

_里4㍗0001

⑥

製 品 販 売 高

③
450,000←1

受託原材料未払金

一368
,000

⑤

250,000①

118,000←

普 通 貯 金

368,000←

(注)各 勘定の中の数字 は次のとお りである。

¢は発生のつ ど記入 した金額。

②は各費用を製造勘定に振 り替える仕訳。

③は,製 品販売高と製造勘定 との合計額を対比 して,組 合員の受託原材料の精算

金に余裕があ る場合,そ の追加の記入である。

④は製造勘定の合計額を製品販売原価勘定への振替。

⑤は,受 託原材料代金を貯金振替で精算す る仕訳であ り,こ れを もって完了す る

ことになる。

⑥の対比か ら販売利益が計算 され る。

上記勘定関連図 と注とを見れば(注)② の場合

(借)製 造 勘 定282,000

㈹{羅
250,000

10,000

20,000

2,000

の仕訳 となるが,③ の場合,製 造勘定合計 と製品販売高合計を対比 し,組 合員の受託原

材料の精算金に余裕があるのを見て受託原材料を単なる会計技巧 として追加する所 に問

題があ る。 これを原価計算上の予定原価 と実際原価 との差 と考えるのは この差の認容限

界をい ささか逸脱することになるであろ う。仕訳によって示せば,製 造勘定合計 と製品

販売高合計を対比 し,組 合手数料分を控除 した差額 も,受 託原材料精算金の追加 として

受託原材料未払金に加算する場合,



一90一 商 学 討 究 第20巻 第3号

(借)製 造 勘 定118,000(貸)受 託原材料未払金118,000

とな り,④ によって,

(借)製 品 販 売 原 価400,㎜(貸)製 造 勘 定400,000

の仕訳 とな る。

一・体,販 売高の確定があって後にその費用を確定するとい うことは学理上 も実務上 も

根拠のあることではあるが,純 乎たる営利企業体でな く組合員の福利増進 を本来の使命

とす る協同組合の 処理方式 として 考えるときに 首肯 しかねるものがある。 卑見によれ

ば,こ のような社会的使命を持 つ協同組合は,収 益の確定をまって費用を確定す る処理

手続は原則 として採 るべ きでな く,あ くまで数字に よって真実 の展開を表示す ることを

建前 とすべきものだ と思 う。上記例に よっても組合員の受託原材料の精算金に余裕ある

のを見て製造原価引いては販売原価を単な る会計操作によって人為的に増やす ことによ

って販売益を少なくす ることは組合,引 いては組合員にも租税の面などに得をすること

にもなろ うが,こ うい うことは何等か別の工夫によってすべ きであろ う。収益 と費用 と

の算出は企業会計の生命であ り,こ れ ら企業の結成 してい る組合は,相 互の福利増進の

ためには多少共長期的展望に立ち,損 益計算 も真実の数字 を常に出し合 うことによって

企業 また,そ の所属する組合の合理化へ切磋琢磨をす ることによって,組 合員および組

合の利益増進を計 る立場 に立 ってこそその本来の 目的達成が可能ではないであろ うか。

デンマークの協同組合の発展の歴史は このことを暗示す るものがある。商略的考えに よ

って勘定記入額に影響を及ぼす ことは少な くとも協同組合の会計理念 としては正 しくな

い。ただイ ンフレ経済下で貨幣価値の変動激甚の場合には必要悪 として認容すべ きだ と

思 うが,こ の場合は,時 価による損益計算の勘定は別 口として,本 来のものと相並んで

二重二様の勘定を持 って,誤 解を防止すべ きものと考える。販売向受託加工の経理上の

上述 の隆路は,原 材料を受け入れ るとき確定 した価格で仕切 り精算 し,'組合の責任にお

いて製造 し販売す る加工,即 ち仕切制買取加工において 打開 される。 これは瓶詰 ・缶

詰 ・畜産加工 ・醤油醸造などに適 した方式のよ うである。

六,結 語一 今後の農協簿記の問題

稿尾掲記の諸資料に より農業協同組合を中心 とした協同組合の簿記の特色を明 らかに

し,そ の問題点 となるべき箇所を提起 し,卑 見を加える叙述の展開を試みたが,不 徹底

性を痛感する次第で,本 論におけ る諸論点の体系的結論はさらに論点の充実を計った後
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の機会にゆず り,こ こではむ しろ上記諸資料に基づ き,こ れか らの農協簿記のあ り方を

考え,卑 見を述べて結び と致 したい。

約1世 紀におよぶ協同組合の歴史を持つ協同組合主義の先進国デンマークは,終 始一

貫農民の盛 り上 る 意思により,何 等官憲の介入,法 の規制によることな く,発 展 し来

り,当 然に組合は,企 業的意欲に燃えて,運 営 され,世 界に誇 り得 る実績を挙げた。わ

が国の農業牧畜業 の振興に同国のこの歴史を鑑にすべきこと多 きことを考え,わ が国の

農協の簿記は,企 業簿記によらなければな らない と思料するのであるが,本 論の部で述

べた ように,組 合の業種は雑多で,こ れ ら業種に適用 さるべ き簿記の種類を一覧表的に

示す と次のとお りである。

信用事業……銀行簿記。 共済事業……保険簿記。 購買事業お よび販売事業……商業

簿記。 加工 ・製造事業……工業簿記。 農業倉庫 ・利用事業 ・厚生事業 ・運送事業…

…サービス会計。 指導事業 ……予算会計(官 庁簿記)

わが国では規模の比較的大 きな農協一 かなりの数に上 る一 では上記諸事業を併せ

行なっているので,各 事業部門ではその業種 に応 じて上記各簿記をとり行 なわねぽな ら

ないのであるが,よ く行なわれてい るか どうか,大 いに疑問の節(ふ し)が ある。しか

し,学 問上,理 論上は,か く行なわれねばな らないにもかかわ らず,わ が国で農協の簿

記会計に関す る文献で,こ の問題の徹底的解決を示 した文献は見当 らない ようである。

従 って上掲の各業種 を併有す るところの組合が各事業部門別の損益計算をすべ きことを

説 き,各 部門の合併の大綱的な決算報告書類 の様式を示すにとどまり,合 併精算の手続

処理についての細かい解説指導は皆無のようである。ただ,企 業簿記法により,い わゆ

る企業簿記の原理 に則った大綱図な処理だけ示 しているのが一般である。それで十分で

はないか との説を成す者は農協全般の問題,農 協簿記の問題を学問的に考えている人で

はないであろ う。 この事柄は農協簿記の基本問題の一つ とい うべきであろ う。この問題

は,デ ンマークで発展を見た ように,こ れ らの業種が細分化して一 たとえば,同 国で

のチーズ輸出組合 とか飼料購入組合一 い くことに よって概ね解決を見 る性質の事柄 と

思われ る。とはいえ,そ のために農協簿記上の問題 として研究を進め るべ き価値が失な

われ るべ きものではない。デンマークの ように細分化 していった場合には,保 険簿記,

サーヴィス会計等の導入を充実,強 化 してい くべきであろ う。
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